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感染症サーベイランスシステムの更改に向けたアカウント登録について 

 

 

時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、感染症サーベイランスシステムの更改に向けた事前準備につきましては、

令和４年８月31日付 静医発第1064号にて貴職宛にご連絡したところです。 

今般、標記の件につきまして、静岡県感染症対策担当部長より、別添のとおり、通

知がありましたので、ご連絡申し上げます。 

なお、本件につきまして、県では、次のとおり考えているとのことです。 

 

・本件は、10月31日より運用開始の次期感染症サーベイランスシステムに関して、

改めて感染症指定医療機関及び感染症発生動向調査定点報告業務委託医療機関

に対し、発生届や定点報告についてオンライン入力への移行をお願いするもの。 

・また、令和５年４月１日から、医療機関の発生届については、電磁的方法による

届出が努力義務化（感染症指定医療機関は義務）されることから、可能な医療機

関においては、オンライン入力への移行が求められることになる。 

・但し、今回のシステムの切り替えにより、ＦＡＸによる届出が一切できなくな

るわけではないため、オンライン入力への移行が難しい定点業務委託医療機関

においては、引き続きＦＡＸを活用し、定点業務へのご協力をお願いしたい。 

 

つきましては、本件について貴会会員にご周知いただくとともに、引き続き定点

業務が円滑に行われますようご高配を賜りたくお願い申し上げます。 

おって、本件につきましては、県から感染症指定医療機関及び感染症発生動向調

査定点報告業務委託医療機関に対し、直接通知されておりますことを申し添えます。 

 

 

 

https://www.shizuoka.med.or.jp/wp-content/uploads/member-page/%E3%80%90%E9%83%A1%E5%B8%82%E9%80%9A%E7%9F%A5%E3%80%91%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%99%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%81%AE%E6%9B%B4%E6%94%B9%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%9F%E4%BA%8B%E5%89%8D%E6%BA%96%E5%82%99%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%88%E3%81%9D%E3%81%AE%EF%BC%92%EF%BC%89.pdf


感 対 号 外

令和４年 10 月 19 日

一般社団法人静岡県医師会会長 様

静岡県感染症対策担当部長

感染症サーベイランスシステムの更改に向けたアカウント登録について

日頃から、本県の感染症対策につきまして、御理解・御協力いただき深く

感謝申し上げます。

感染症サーベイランスシステム（NESID）については、厚生労働省において、

次期感染症サーベイランスシステムへの更改手続が行われているところです。

今般、10 月 31 日からの次期システムへの更改に向けて、改めてアカウント登

録について周知するため、別添のとおり関係機関へ周知しましたので御承知お

きください。

担 当 健康福祉部感染症対策局

感染症対策課感染症対策班

電話番号 ０５４－２２１－２９８６

maki
写



感 対 号 外

令和４年 10 月 19 日

各感染症発生動向調査定点業務委託医療機関設置者 様

静岡県感染症対策担当部長

感染症サーベイランスシステムの更改に向けたアカウント登録について

日頃から、本県の感染症対策につきまして、御理解・御協力いただき深く

感謝申し上げます。

感染症サーベイランスシステム（NESID）については、既に御承知のとおり、

厚生労働省において、現行システムの契約満了に伴い、次期感染症サーベイラ

ンスシステム（以下、「次期システム」という。）への更改作業が進められ、

令和４年 10 月 31 日から、次期システムに切り替わります。

この次期システムは、これまでもお知らせしたとおり、感染症の発生届につ

いて、医療機関によるオンライン入力を基本としております。

また、現在、国会において審議中の感染症法改正案では、令和５年４月１日

からは、定点業務委託医療機関を含む全ての「医療機関による発生届について

電磁的方法による届出を努力義務化（感染症指定医療機関は義務）」されるこ

とが提案されております。

今回の次期システムへの切り替わりにより、ＦＡＸによる届出が一切できな

くなるわけではありませんが、可能な医療機関におかれましては、発生届や定

点報告について、オンライン入力へ移行いただきますようお願いいたします。

つきましては、アカウント登録がお済みでない医療機関におかれましては、

下記により、アカウント登録の申請をお願いします。

記

１ 医療機関等のアカウント登録について

○次期システムの利用に当たり、事前のアカウント登録が必要となります

ので、別紙「システム利用申請様式」に必要事項を御記入の上、下記あ

て御提出ください。登録申請をいただきましたら、アカウントを順次、

発行します。



○提出先 静岡県健康福祉部感染症対策局感染症対策課

Email：kansentaisaku@pref.shizuoka.lg.jp

○登録申請時の留意事項

（１）全数報告用のアカウントと定点報告用のアカウントは別々に登録し

ていただく必要がございます（１つのアカウントで全数報告及び定

点報告の両方の業務を行うことはできません）。

・所属機関分類コード「09（医療機関）」→全数報告用

・所属機関分類コード「16（医療機関管理者）」→定点報告用

（２）アカウントは「利用者ごと」の登録となるため、利用者名欄には医

療機関名ではなく、利用者氏名を御入力ください。

２ 操作マニュアル・研修動画について

○アカウント発行時に御案内するデモ環境にログインしていただき、シス

テム内の「お知らせ」を御確認ください。操作マニュアル及び研修動画

について、御覧いただけます。

３ 県ホームページでの情報公開について

○下記のとおり医療機関向けのホームページを作成しました。システム利

用申請における様式や、申請に必要な医療機関コードの案内等を掲載し

ておりますので、御確認ください。

http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-420a/kansensyosabei.html

担 当 健康福祉部感染症対策局

感染症対策課感染症対策班

電話番号 ０５４－２２１－２９８６

Ｆ Ａ Ｘ ０５４－２２１－３７１６

メ ー ル kansentaisaku@pref.shizuoka.lg.jp



感 対 号 外

令和４年 10 月 19 日

各感染症指定医療機関設置者 様

静岡県感染症対策担当部長

感染症サーベイランスシステムの更改に向けたアカウント登録について

日頃から、本県の感染症対策につきまして、御理解・御協力いただき深く

感謝申し上げます。

感染症サーベイランスシステム（NESID）については、既に御承知のとおり、

厚生労働省において、現行システムの契約満了に伴い、次期感染症サーベイラ

ンスシステム（以下、「次期システム」という。）への更改作業が進められ、

令和４年 10 月 31 日から、次期システムに切り替わります。

この次期システムは、これまでもお知らせしたとおり、感染症の発生届につ

いて、医療機関によるオンライン入力を基本としております。

また、現在、国会において審議中の感染症法改正案では、令和５年４月１日

からは、定点業務委託医療機関を含む全ての「医療機関による発生届について

電磁的方法による届出を努力義務化（感染症指定医療機関は義務）」されるこ

とが提案されております。

今回の次期システムへの切り替わりにより、ＦＡＸによる届出が一切できな

くなるわけではありませんが、可能な医療機関におかれましては、発生届や定

点報告について、オンライン入力へ移行いただきますようお願いいたします。

つきましては、アカウント登録がお済みでない医療機関におかれましては、

下記により、アカウント登録の申請をお願いします。

記

１ 医療機関等のアカウント登録について

○次期システムの利用に当たり、事前のアカウント登録が必要となります

ので、別紙「システム利用申請様式」に必要事項を御記入の上、下記あ

て御提出ください。登録申請をいただきましたら、アカウントを順次、

発行します。



○提出先 静岡県健康福祉部感染症対策局感染症対策課

Email：kansentaisaku@pref.shizuoka.lg.jp

○登録申請時の留意事項

（１）全数報告用のアカウントと定点報告用のアカウントは別々に登録し

ていただく必要がございます（１つのアカウントで全数報告及び定

点報告の両方の業務を行うことはできません）。

・所属機関分類コード「09（医療機関）」→全数報告用

・所属機関分類コード「16（医療機関管理者）」→定点報告用

（２）アカウントは「利用者ごと」の登録となるため、利用者名欄には医

療機関名ではなく、利用者氏名を御入力ください。

２ 操作マニュアル・研修動画について

○アカウント発行時に御案内するデモ環境にログインしていただき、シス

テム内の「お知らせ」を御確認ください。操作マニュアル及び研修動画

について、御覧いただけます。

３ 県ホームページでの情報公開について

○下記のとおり医療機関向けのホームページを作成しました。システム利

用申請における様式や、申請に必要な医療機関コードの案内等を掲載し

ておりますので、御確認ください。

http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-420a/kansensyosabei.html

担 当 健康福祉部感染症対策局

感染症対策課感染症対策班

電話番号 ０５４－２２１－２９８６

Ｆ Ａ Ｘ ０５４－２２１－３７１６

メ ー ル kansentaisaku@pref.shizuoka.lg.jp
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